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ど
が
条
例
の
制
定
や
計
画
の
策
定
な
ど

に
あ
た
り
、
広
く
住
民
に
素
案
を
公
表

し
、
出
さ
れ
た
意
見
な
ど
を
考
慮
し
て

そ
の
条
例
や
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
で
、

よ
り
よ
い
行
政
を
目
指
す
も
の
で
す
。

■
募
集
期
間

　

平
成
23
年
3
月
18
日
㈮
か
ら
平
成
23

年
4
月
18
日
㈪
ま
で

■
意
見
を
提
出
で
き
る
方

　

村
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
し
て
い
る

方
、
お
よ
び
こ
の
条
例
に
利
害
関
係
を

有
す
る
方
。

■
意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
お
よ
び
住
所
を
記
入
し
、
電
子

メ
ー
ル
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
ま
た

は
直
接
持
参
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
様
式
は
自
由
）。

■
提
出
先

〒
３
７
０
―
３
５
９
３

　

榛
東
村
新
井
７
９
０
番
地
１

　

榛
東
村
役
場
住
民
生
活
課

　

jyu
m
in
@
vill.sh

in
to
.gu
n
m
a.jp

　

℻
０
２
７
９
―
５
４
―
８
２
２
５

　

榛
東
村
で
は
、
村
の
環
境
の
保
全
お

よ
び
創
造
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
定

め
、
村
・
村
民
・
事
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の

責
務
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
榛
東

村
環
境
基
本
条
例
」
を
制
定
し
ま
す
。

こ
の
条
例
で
は
、
環
境
の
保
全
な
ど
に

関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
で
、
村
民
の
皆
さ
ん
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
確
保
し
、
地

球
環
境
の
保
全
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

第
５
次
榛
東
村
総
合
計
画
で
は
「
村

民
と
と
も
に
歩
む
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
よ
る
む
ら
づ
く
り
」
を
基
本
理
念

と
し
て
い
ま
す
。「
榛
東
村
環
境
基
本

条
例
」
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
村
民

の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
よ
り
よ
い
村
を
創
り
上
げ
る
た
め

の
基
礎
と
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
に
対

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
、
意
見

公
募
手
続
と
も
呼
ば
れ
、
行
政
機
関
な

｢｢
榛
東
村
環
境
基
本
条
例

榛
東
村
環
境
基
本
条
例｣｣

制
定
の
た
め
の

制
定
の
た
め
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は

○
意
見
の
募
集
方
法

○
意
見
の
募
集
方
法

■
提
出
さ
れ
た
意
見
お
よ
び
村
の
考
え

方
の
公
表

　

平
成
23
年
5
月
に
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
。

（
目
的
）

第 

１
条　

こ
の
条
例
は
、
榛
東
村
の
環

境
の
保
全
及
び
創
造（
以
下
「
環
境

の
保
全
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、

基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
村
、
村

民
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
の
保
全

等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
現
在
及
び

将
来
の
村
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生

活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

地
球
環
境
保
全
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第 

２
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

⑴ 　

環
境
へ
の
負
荷　

人
の
活
動
に

よ
り
環
境
に
加
え
ら
れ
る
影
響
で

あ
っ
て
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障

の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の
を
い
う
。

　

⑵ 　

地
球
環
境
保
全　

人
の
活
動
に

よ
る
地
球
全
体
の
温
暖
化
又
は
オ

ゾ
ン
層
の
破
壊
の
進
行
、
海
洋
の

汚
染
、
野
生
生
物
の
種
の
減
少
そ

の
他
の
地
球
の
全
体
又
は
そ
の
広

範
な
部
分
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ

す
事
態
に
係
る
環
境
の
保
全
で

あ
っ
て
、
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す

る
と
と
も
に
、
村
民
の
健
康
で
文

化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る

も
の
を
い
う
。

　

⑶ 　

公
害　

環
境
の
保
全
上
の
支
障

の
う
ち
、
事
業
活
動
そ
の
他
の
人

の
活
動
に
伴
っ
て
生
ず
る
相
当
範

囲
に
わ
た
る
大
気
の
汚
染
、
水
質

の
汚
濁（
水
質
以
外
の
水
の
状
態

又
は
水
底
の
底
質
が
悪
化
す
る
こ

と
を
含
む
。）、
土
壌
の
汚
染
、
騒

音
、
振
動
、
地
盤
の
沈
下（
鉱
物

の
掘
採
の
た
め
の
土
地
の
掘
削
に

よ
る
も
の
を
除
く
。）及
び
悪
臭
に

よ
っ
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環

境（
人
の
生
活
に
密
接
な
関
係
の

あ
る
財
産
並
び
に
人
の
生
活
に
密

接
な
関
係
の
あ
る
動
植
物
及
び
そ

の
生
育
環
境
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と

を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第 
３
条　

環
境
の
保
全
等
は
、
村
民
が

健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
う
え

で
必
要
と
す
る
健
全
で
恵
み
豊
か
な

環
境
を
確
保
し
、
こ
れ
が
将
来
の
世

代
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
適
切
に
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

環
境
の
保
全
等
は
、
村
民
及
び
事

業
者（
以
下
「
村
民
等
」
と
い
う
。）が

そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
に
応
じ
た
公
平
な

役
割
分
担
の
下
で
自
主
的
か
つ
相
互

に
連
携
協
力
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３ 　

環
境
の
保
全
等
は
、
人
と
自
然
が

共
生
し
、
循
環
を
基
調
と
し
た
環
境

へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発
展
が

可
能
な
社
会
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

地
球
環
境
保
全
は
、
村
民
の
健
康

で
文
化
的
な
生
活
を
将
来
に
わ
た
っ

て
確
保
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
村
民
等
が
自
ら
の
課
題
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
日
常
生
活
及

び
事
業
活
動
に
お
い
て
、
積
極
的
に

推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
村
の
責
務
）

第 

４
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
施
策
を

策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有

す
る
。

２ 　

村
は
、
自
ら
の
事
業
活
動
に
伴
う

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
率
先
し
て

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
村
民
の
責
務
）

第 

５
条　

村
民
は
、
環
境
の
保
全
上
の

支
障
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
日
常

生
活
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

村
民
は
、
環
境
の
保
全
等
に
自
ら

○
榛
東
村
環
境
基
本
条
例

○
榛
東
村
環
境
基
本
条
例((

素
案
素
案))
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努
め
る
と
と
も
に
、
村
が
実
施
す
る

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第 

６
条　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
に

伴
っ
て
生
ず
る
公
害
を
防
止
し
、
又

は
自
然
環
境
を
適
正
に
保
全
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を

有
す
る
。

２ 　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関

し
、
こ
れ
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の

低
減
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
等
に
自

ら
積
極
的
に
努
め
る
と
と
も
に
、
村

が
実
施
す
る
環
境
の
保
全
等
に
関
す

る
施
策
に
協
力
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第 

７
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基

本
方
針
と
し
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

　

⑴ 　

大
気
、
水
、
土
壌
そ
の
他
の
環

境
の
自
然
的
構
成
要
素
を
良
好
な

状
態
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
人

の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
快
適
な

生
活
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
。

　

⑵ 　

生
物
の
多
様
性
の
確
保
を
図
る

と
と
も
に
、
森
林
、
農
地
、
水
辺

地
等
に
お
け
る
多
様
な
自
然
環
境

を
体
系
的
に
保
全
す
る
こ
と
。

　

⑶ 　

人
と
自
然
と
の
豊
か
な
触
れ
合

い
を
保
つ
と
と
も
に
、
地
域
の
歴

史
的
文
化
的
特
性
を
生
か
し
た
快

適
な
生
活
環
境
を
創
造
す
る
こ
と
。

　

⑷ 　

資
源
の
循
環
利
用
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
有
効
利
用
、
廃
棄
物
の
排

出
抑
制
等
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ

り
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
が
図
ら

れ
る
こ
と
。

　

⑸ 　

地
球
の
温
暖
化
、
オ
ゾ
ン
層
の

破
壊
、
酸
性
雨
そ
の
他
の
地
球
環

境
問
題
に
対
す
る
村
民
等
の
自
発

的
な
学
習
を
啓
発
し
、
及
び
環
境
の

保
全
等
に
関
す
る
施
策
へ
の
積
極

的
な
参
加
を
促
す
こ
と
に
よ
り
地

球
環
境
の
保
全
に
貢
献
す
る
こ
と
。

（
環
境
基
本
計
画
）

第 

８
条　

村
長
は
、
環
境
の
保
全
等
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
、
榛
東
村
環
境
基

本
計
画（
以
下
「
環
境
基
本
計
画
」
と

い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

環
境
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

　

⑴ 　

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
目
標

及
び
総
合
的
な
施
策
の
方
向

　

⑵ 　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項

３ 　

村
長
は
、
環
境
基
本
計
画
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
榛

東
村
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

村
長
は
、
環
境
基
本
計
画
を
定
め

た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

５ 　

前
２
項
の
規
定
は
、
環
境
基
本
計

画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６ 　

村
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
環
境

基
本
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
施

策
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
書
を
作
成

し
、
及
び
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
村
の
施
策
と
環
境
基
本
計
画
と
の
整

合
）

第 

９
条　

村
は
、
環
境
に
影
響
を
及
ぼ

す
と
認
め
ら
れ
る
施
策
を
策
定
し
、

及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
環

境
基
本
計
画
と
の
整
合
を
図
る
よ
う

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る

た
め
の
規
制
）

第 

10
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
上
の
支

障
を
防
止
す
る
た
め
、
公
害
の
原
因

と
な
る
行
為
及
び
自
然
環
境
の
適
正

な
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
行
為
に
関
し
、
必
要
な
規
制
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
村

は
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
規
制
の
措
置
を

講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す
る

た
め
の
経
済
的
措
置
）

第 

11
条　

村
は
、
村
民
等
が
自
ら
の
行

為
に
係
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
の

た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
を

助
長
す
る
た
め
、
経
済
的
助
成
そ
の

他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
公
共
的
施
設
の
整
備
）

第 

12
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
上
の
支

障
の
防
止
に
資
す
る
公
共
的
施
設
の

整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
資
源
の
循
環
利
用
等
の
促
進
）

第 

13
条　

村
は
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低

減
を
図
る
た
め
、
村
民
等
が
行
う
資

源
の
循
環
利
用
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有

効
利
用
、
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
等
が

推
進
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
教
育
及
び

学
習
の
振
興
）

第 

14
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
並
び
に

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
広
報
活
動

の
充
実
に
よ
り
村
民
等
が
環
境
の
保

全
等
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
環
境
の
保

全
等
に
関
す
る
活
動
を
行
う
意
欲
が

増
進
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
自
発
的
な
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の

措
置
）

第 

15
条　

村
は
、
村
民
等
が
組
織
す
る

民
間
団
体
が
自
発
的
に
行
う
環
境
の

保
全
等
に
関
す
る
活
動
が
促
進
さ
れ

る
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
）

第 

16
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
並
び
に

前
条
の
民
間
団
体
が
自
発
的
に
行
う

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
活
動
の
促

進
に
資
す
る
た
め
、
環
境
の
状
況
そ

の
他
の
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
必

要
な
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
よ
う

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
の
実
施
）

第 

17
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
施
策
の
適
切
な
推
進
を
図
る
た

め
、
環
境
の
状
況
の
把
握
そ
の
他
の

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
の
策

定
に
必
要
な
調
査
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

（
監
視
等
の
体
制
の
整
備
）

第 

18
条　

村
は
、
環
境
の
状
況
を
把
握

し
、
及
び
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る

施
策
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
監
視
、
測
定
等
の
体
制
を
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
球
環
境
保
全
の
推
進
）

第 

19
条　

村
は
、
国
、
他
の
地
方
公
共

団
体
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
協
力
し

て
地
球
環
境
保
全
に
関
す
る
施
策
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
環
境
の
保
全

等
に
関
す
る
情
報
交
換
等
を
行
う
こ

と
に
よ
り
地
球
環
境
保
全
に
関
す
る

国
際
協
力
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
推
進
体
制
の
整
備
）

第 

20
条　

村
は
、
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整

備
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第 

21
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
環
境
の
保
全
等
に
関
し
、
必

要
な
事
項
は
、村
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
○
○
年
○
○
月

○
○
日
か
ら
施
行
す
る
。


